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本日の内容

•地域がん診療連携拠点病院

がん相談支援センター について

•妊孕性温存療法について

•治療と仕事の両立支援について



がん診療連携拠点病院とは

専門的ながん医療や緩和ケアの提供

地域のがん診療を担う医療機関との連携

がん患者への相談支援や情報提供 など

質の高いがん医療を提供することができるよ
う、都道府県知事からの推薦に基づき厚生労
働大臣が指定する病院です

（現在、全国に４０８施設）



神奈川県内のがん診療連携拠点病院・がん診療連携指定病院・小児がん拠点病院

《神奈川県内 ３３の病院 指定》 神奈川県HPより



がん相談支援センター

•全国のがん診療連携拠点病院に設置されている

「がんの相談窓口」

•がん患者や家族、地域の住民および医療機関からの相
談に対応する。

•どなたでも無料で利用できる

•相談員は、国立がん研究センターがん対策情報セン
ターによる「相談支援センター相談員研修・基礎研
修」を修了した相談員を 配置している。



がん相談支援センター

＜主な業務＞

• がんの病態、標準治療法など一般的な情報提供

• 地域の医療機関、診療従事者に関する情報提供

• セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介

• がん患者・家族の療養上のさまざまな相談

• 就労に関する相談

• 妊孕性温存療法について

• ゲノム医療について

• がん患者サロンの開催、患者会などの支援



妊孕性温存療法について



にんようせい

妊孕性とは

「妊娠するための力」のことをいいます。

がんの治療では、妊娠に関わる臓器にがんが
できた場合だけでなく、一見 妊娠と関係の
ないような臓器にがんができた場合でも、生
殖機能に影響してしまい、妊娠するための力
が弱まったり、失われたりすることがありま
す。



2021年４月から、厚生労働省の小児・AYA世代の

がん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業が開始

現在の課題として

「がん治療医から治療による不妊の影響に関する
患者への情報提供不足」の解消が求められている。

若いがん患者さんが希望をもって病気と向き合い、
将来子どもを持つことへの希望をつなぐ取り組み
が進められています。



AYA世代、CAYA世代

AYA（アヤ）世代とは、

• Adolescent＆YoungAdult（思春期・若年成人）のことをいい
１５歳から３９歳の患者さんがあてはまります。

CAYA（カヤ）世代とは、

• AYA世代に小児（Child）を加えたもので、０歳から３９歳の患
者さんがあてはまります。

• この世代の悪性疾患治療による副作用として妊孕性の低下が知
られており、注目を集めています



・がん・生殖医療は「がん治療を最優先にすることを大
前提としてがん患者さんが子供を持つことを応援する
医療」

・近年、がん治療の進歩によって一部のがん患者はがん
を克服することが可能となってきた

・将来、子どもを授かる、授からないという選択を選ぶ
ことになるため、正確な情報提供を行う必要がある

がん医療の
進歩

生殖医療の
進歩

がん患者の
挙児獲得

がん・生殖医療とは



小児、思春期、若年がん患者の
妊孕性温存に関する診療ガイドライン
総論 CQ１
挙児希望を有するがん患者に対して、どのような妊孕性に関連する情報を提供
すべきか？

１．がん治療医は、何よりもがん治療を最優先とする

２．がん治療医は、がん治療によって生殖可能年齢内に不妊

となる可能性およびそれに関する情報を患者に伝える

３．挙児希望がある場合、がん治療医は、可能な限り早期に生殖

医療を専門とする医師を紹介する

４．がん治療医は、生殖医療を専門とする医師との密な医療連携

のもと、妊孕性温存療法の有無やその時期を考慮する

小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン２０１７年版より



乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する
診療の手引き 2017年度版

CQ１．乳癌患者の薬物療法を開始する前に患者の将来の挙児

希望の有無について理解しておくことは勧められるか？

推奨グレードA

患者の将来の挙児希望の有無について治療開始前から理解し
ておくことは必要であり、強く勧められる



小児AYAがんの年齢階級別罹患（表）

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/child_aya.html



罹患率が高いがん腫の変化
〔全がんに占める割合〕

1位 ２位 ３位 ４位 ５位

０～１４歳
（小児）

白血病
（３８％）

脳腫瘍
（１６％）

リンパ腫
（９％）

胚細胞腫
瘍・性腺
腫瘍
（８％）

神経芽腫
（７％）

１５～１９歳
白血病
（２４％）

胚細胞腫
瘍・性腺
腫瘍
（１７％）

リンパ腫
（１３％）

脳腫瘍
（１０％）

骨腫瘍
（９％）

２０～２９歳

胚細胞腫
瘍・性腺
腫瘍
（１６％）

甲状腺が
ん

（１２％）

白血病
（１１％）

リンパ腫
（１０％）

子宮頸が
ん

（９％）

３０～３９歳
女性乳が

ん
（２２％）

子宮頸が
ん

（１３％）

胚細胞腫
瘍・性腺
腫瘍
（８％）

甲状腺が
ん

（８％）

大腸がん
（８％）

国立がん研究センターがん情報センター「がん登録・統計」より

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/child_aya.html



卵子と精子について

• 生まれた時から数が増えるこ
とはなく、減少するのみで、
初経が開始すると毎月排卵と
して消費されます

• 高齢になると、貯蔵卵子は細
胞分裂などが上手にできなく
なり妊娠率が低下していきま
す

• 思春期以降作られ続けます

• 精子を作ることはできますが、

高齢になるにつれて細胞分裂

などが上手くできなくなり妊

娠率が低下します

化学療法（抗がん剤治療）を受けることで、卵子や精子の数が減少するだけでなく
残された細胞がうまく細胞分裂ができなくなる可能性があります

卵子 精子



化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類（女性）

ASCO 2013年より一部改変



妊孕性温存療法には

•女性が対象の「卵子凍結保存」「胚（受
精卵）凍結保存」「卵巣組織凍結保存」

•男性が対象の「精子凍結保存」

という４つの方法があります。

それぞれの方法によって対象となる人やかかる期間、費用が
異なります。



かかる費用や期間（女性）
卵子凍結保存 胚（受精卵）凍結保存 卵巣組織凍結保存

対象年齢 思春期～43歳 思春期～45歳 0～40歳

婚姻 不要 必要 不要

治療期間 2～8週 2～8週 1～2週

長所 未婚者でも可能

妊娠率が比較的高い

最も実績のある確立さ

れた治療

治療の遅れが最小限

小児でも可能

多量の卵子を凍結できる

短所

妊娠率が低い

採卵のための排卵誘発

が必要

パートナーが変わると

利用できない

採卵のための排卵誘発

が必要

全身麻酔手術のリスク

移植した卵巣が生着する

保障がない

費用

採卵時約35万～50万

維持費用　数万円/年

移植時約15万～20万

採卵時約35万～50万

維持費用　数万円/年

移植時約10万～15万

手術約60～80万

維持費　数万円/年

卵巣組織移植約60～80万

高井ら2015.4 医学のあゆみより引用 一部改変



かかる費用や期間（男性）

精子凍結保存

対象 精子の採取が可能な男性

期間 射精の場合は短時間

費用

初期費用　約5万円

維持費用　約2～6万円

凍結精子を使った顕微授精

　　　　　約40万円

• 射精できない場合は、手術に
よって精巣組織を採取し液体
窒素を用いて保管する（精巣
内精子回収術）

• 2泊3日程度の入院が必要



妊孕性温存療法の選択

予後

治療までの時間
の制約

挙児希望があるか？ 妊孕性温存療法を選択するか？

不安
がん告知



妊孕性温存療法を困難させる
患者・家族の心理的要因

• 患者の妊孕性温存に対する理解不足

• 医療者の情報提供不足
・可能性のある選択肢を全部提示してもらえていない

・がん治療開始までに時間的制約がある

・質問を聞いてもらえない

・意思決定をサポートしてもらえない

• 予後の不確かさ（将来の人生においての不確かさ）

• がんの再発の心配

• 子どもへの遺伝の心配

• 年齢

• 希望がはっきりしない、考えられない

• 意思決定をサポートしてもらえない



適切な情報提供

• 「がん・生殖医療」においては、原疾患の治療も同時に行っ
ていく必要があることから、生殖医療に関する説明と理解を
迅速かつ正確に行う必要がある

〈がん治療医から〉

• 診断時の一般的な妊孕性評価

• 化学療法による妊孕性の低下の可能性

• 治療期間終了後の妊孕性の低下、喪失の可能性

• 妊孕性温存療法にかけられる時間的許容度 など



がん相談支援センター

がん治療
主治医

生殖医療機関病院
医師

患者

がん相談支援センター
相談員

情報提供・
受診までの
意思決定支援

看護師 看護師

心理士妊孕性について



妊孕性温存治療に関しての説明



神奈川県がん・生殖医療ネットワーク
（KanaOf－Net  かなおふねっと）

神奈川県内の生殖医療機関とがん治療病院、神奈川県の３者がネットワークを設立

１. 県や生殖医療機関は、がん治療病院に対して温存治療に

関する情報提供をする。

２. がん治療病院は、がん患者に温存治療に関する正しい情報

を説明し温存治療を行うかどうかの意思を確認する。

３. がん治療病院は、がん患者が温存治療を希望する場合に、

生殖医療機関を紹介する。



神奈川県の連携している
がん・生殖医療機関

•聖マリアンナ医科大学病院

•横浜市立大学市民総合医療センター

•メディカルパーク横浜

•山下湘南夢クリニック

https://j-sfp.org/cooperation/network/kanagawa



妊孕性温存療法に対する費用助成
43歳未満の方が対象です

対象治療 助成上限額/回 助成回数

胚（受精卵）凍結 35万円 ２回まで

未受精卵子凍結 20万円 ２回まで

精子凍結 2万5千円 ２回まで

精子凍結（精巣内精子採取） 35万円 ２回まで

卵巣組織凍結 40万円 ２回まで



神奈川県の助成について



温存後の生殖補助医療に対する費用助成
（新設）

温存後生殖補助医療とは

がん等の治療で妊孕性が低下する前に保
存を行った胚（受精卵）卵子、卵巣組織、
精子を使用して妊娠を目指していく治療
です

助成の申請、対象者などの詳しい情報について

居住地の都道府県に問い合わせてください。

妻の年齢が４３歳未満の夫婦が対象

対象となる治療 助成上限額/1回

凍結した胚（受精卵）を用いた生殖補助医療 １０万円

凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 ２５万円

凍結した卵巣組織移植後の生殖補助医療 ３０万円

凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円



2022年11月19日 配信



まとめ

•患者の気持ちを配慮しながら正確な情報を
提供する

•情報の理解を助け自己決定を支援する

•患者の価値観を確認し、速やかに生殖医療
機関へ紹介する



治療と仕事の両立支援について



がん患者・経験者の就労・両立支援に関する対策の経緯

平成24年６月 第２期がん対策推進基本計画閣議決定
分野別施策に「がん患者の就労を含めた社会的な問題」を追加

平成25年４月 「がん患者の就労に関する総合支援事業」健康局（平成25年～）
「治療と職業生活の両立等の支援対策事業」基準局（平成25年度～）
「がん患者に対する就職支援モデル事業」安定局（平成25年～平成27年）⇒28年度～
全国展開

平成26年2月 「がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会」（計5回）開催

平成26年8月 「がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会」報告書とりまとめ

平成27年12月 がん対策加速化プラン策定

平成28年2月 「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」公表

平成30年3月 第3期がん対策推進基本計画閣議決定

平成30年4月 「がん患者の仕事と治療の両立支援モデル事業」健康局（平成30年～令和元年）

令和2年4月 「がん患者の就労に関する総合支援事業」拡充（令和2年度～

令和5年3月頃 第4期がん対策推進基本計画 閣議決定 予定

厚生労働省 第13回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会資料より一部改変



一生のうちでがんと診断される人は

「日本人の２人に１人」

１年間にがんと診断された人のうち

「約３人に１人は２０歳～６0歳代」

の働く世代です



第492回中央社会保険医療協議会総会（令和3年10月22日閲覧）出典：



『なぜ』治療と仕事の両立支援が必要なのか？
🔷患者（労働者）側
本人が希望する場合は、病気を悪化させることなく適切な治療を

受けながら仕事が続けられる可能性が高まる

（がんとの共生、生きがい、経済的安定）

🔷事業者側
病気のよる従業員の離職を防ぐ。貴重な人材の喪失を防ぐ

従業員の働く意欲の向上、労働生産性の維持につながる

（健全な経営・人財の維持）

🔷医療関係者側
仕事を理由に治療の中断や過度の負荷を予防

（社会復帰）

🔷社会全体から
生きがい、働き甲斐をもって活躍できる社会の実現

（一億総活躍の推進）



がん患者の就労の意向



こんな悩みを抱えた患者さんはいませんか？

•治療と仕事の両立ができるか不安

•病気のことを会社にうまく伝えられない

•がんと診断されたけど仕事は続けたい

•今後の働き方について誰に相談したらいいかわから
ない

•職場の理解、協力が得られない

•治療に合わせた短時間勤務や休暇の取得が難しい



がん患者のびっくり離職を防ごう

• 平成27年度の厚生労働省研究班の調査では、がんと診断され退
職した患者のうち最初の治療が開始されるまでに退職した者が
約4割を超えている

理由として「職場に迷惑をかけると思った」

「がんになったら気力、体力的に働けないだろう」

がんの治療への漠然とした不安が上位を占めている

適切な支援のタイミングを逃すと離職を防げない

がん患者が診断時から正しい情報や相談支援を受けることが重要



https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/


立場ごとに困り事はさまざま

職場・社会のこと
はわからない
・仕事内容？
・配慮内容？
・社会制度？

医療

病気・生活・
仕事どうすれ
ばいいの？
・制度？
・手続き？

患者
労働者

病気のことはわか
らない

・留意点？
・予後、再発？
・安全配慮？

出典：両立支援コーディネーターマニュアルより一部改変

職場





療養・就労両立支援指導料①

• 企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導
を実施するとともに企業に対して診療情報を提供した場合につい
て評価するもの

• また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上
必要な指導を行う場合についても評価される

• 対象疾患：がん（2018年～）

脳卒中、肝疾患、指定難病（2020年～追加）

心疾患、糖尿病、若年性認知症（2022～追加）

対象疾患の拡大



療養・就労両立支援指導料②
初回：800点（情報通信機器を用いて行った場合：696点）

①患者と事業者が共同で作成した勤務情報を記載した文書を受け取る

②患者に療養上必要な指導を実施する

③企業に対して診療情報を提供する

※企業の連絡先：産業医、総括衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、保健師

衛生推進者

2回目以降：400点（情報通信機器を用いて行った場合：348点）

④診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を実施する

※初回を算定した月から起算して3か月を限度として月1回に限り算定する

相談支援加算：50点

患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を

行った場合について評価

●両立支援コーディネーター養成研修を修了した者であること



仕事を辞めずに治療が続けられるように
しっかり情報を伝えサポート



〈がん患者の就労に関する総合支援事業〉



川崎病院の取り組み

治療と仕事の両立
支援に関する冊子
の提供

がん相談支援セン
ター・緩和ケアチー
ムの相談対応を情報
提供

ハローワークの
相談窓口の案内

のチラシ

産業保健総合支援
センターの紹介
カード・リーフレッ
トを配布



治療の開始段階から患者力を高める

・社内制度に関すること

・担当医に確認すること

・患者自身が考えるべきこと

★確認するべき情報を整理するポイントを知る



神奈川県産業保健総合支援センター

社会保険労務士の随時派遣について

治療と仕事の両立について社会保
険労務士の相談を希望される場合
予約受付を行っています。

川崎病院にかかっていなくても相
談ができます。

まずは、がん相談支援センターで
ご相談ください。



両立支援において看護師に求められること

• 診断後から

がん告知によるショック・混乱、様々な悩みの一つに

就労（仕事）のことがある

この時期の支援で必要なこと

★さまざまな悩みに対する精神的支援

★患者が早まった離職を決断しないために

患者が就労に関する相談窓口があることを知ること（情報提供）

患者に寄り添う役割と多職種につなぐ役割



最後に

• 治療と仕事の両立支援においては情報提供が大切です

• お困りのことはありませんか？と声をかけてみましょう

• 早い段階で、近くのがん診療連携拠点病院の

「がん相談支援センター」を紹介しましょう



ご清聴ありがとうございました


